
令和４年度流山市地域公共交通活性化協議会
第１回市民・事業者分科会

流山市

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について

２．運転免許証自主返納支援制度（案）の導入について

３．マタニティタクシー利用料金助成制度（案）の導入について

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について

本日の議題

令和４年７月１５日（金）



 運行経路 （時間帯によって一部経路変更あり）
流山おおたかの森駅西口～西初石４丁目
～おおたかの森スポーツフィールド

 停留所数
１２か所

 運行キロ程
４．１７ｋｍ（ルート全体）

 運行時間
６時２０分～２１時１９分（３０往復／１日）

 経路所要時間（現行）
２９分

 運行事業者
東武バスセントラル株式会社

現在の運行概要

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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朝
（第１便～第３便）

昼
（第４便～第２４便）

夕
（第２５便～第３０便）

現在の運行経路

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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 流山おおたかの森駅西口で、商業施設の
開業が続いている

・COTOE流山おおたかの森
（令和４年４月２７日開業）

・流山おおたかの森 S・C ANNEX2
（令和４年６月３０日開業）

→周辺道路が渋滞し、その影響により度々
運休・遅延が発生（左図赤〇の道路）

（最近の遅延例）
令和４年７月２日（土）：２便運休

★

★

★：新規開業した商業施設

西初石ルートの状況と課題 ①駅前商業施設の開業と渋滞

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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 大畔地区において学校が開校
（左図青〇）

流山市立おおぐろの森小学校
（令和３年度開校）

流山市立おおぐろの森中学校
（令和４年度開校）

 小学校新設時の説明会で、保護者から
スクールバス運行の要望あり

→これを受け、学校側は路線バスによる
通学を認めている

流山市立
おおぐろの森小学校

流山市立
おおぐろの森中学校

西初石ルートの状況と課題 ②小・中学校の新規開校

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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 小中学校新設に伴い、道路が新規開通
→左図緑線の道路が新規開通

 新規道路での転回が難しいため、西初石
ルートの循環系統化が必要となった

区画整理に伴う
新規道路

学校新設に伴う
新規道路

西初石ルートの状況と課題 ③新しい道路の開通

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について

５



〇現行ルート 〇新規ルート

西初石ルートの変更（案）

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について

６



 運行経路 （循環路線化）
流山おおたかの森駅西口～西初石４丁目～流山おおたかの森駅西口

 停留所数
１２箇所 （1箇所新設・1箇所廃止により増減なし）

 運行キロ程 ※運輸局への申請までに詳細なキロ程を算出します
８．３４ｋｍ（往復）→６．４６ｋｍ（一周）※概算

 運行時間 ※経路確定後に詳細なダイヤを作成します
６時台～２１時台（３０本／１日）

※ ６時台～１３時台：時計回りで運行
１４時台～２１時台：反時計回りで運行

西初石ルートの変更概要

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について

７



６時台～１３時台
時計回り

１４時台～２１時台
反時計回り

 循環路線とし、運行を効率化する

 混雑道路・交差点を避けた経路とする
→渋滞による遅延を回避する

 他の流山ぐりーんバスと重複する停留所を
廃止する

 おおぐろの森小学校付近に停留所を新設

 ６時台～1３時台は時計回りでの運行

・朝通学する生徒を学校に運ぶ
・朝の通勤客を住宅街から駅に運ぶ

 １４時台以降は反時計回りでの運行

・下校する生徒を駅まで運ぶ
・夕方以降の帰宅客を住宅街に運ぶ

※ダイヤは今後詳細な検討を行います

西初石ルートの変更（案）のポイント

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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運行経路

 遅延回避のため、混雑道路を避ける形で
経路変更

 黄色〇で示した交差点は信号機の設置済

停留所廃止

 水道局入口バス停を廃止
→利用者：３．９人／日（令和３年度乗降調査）

※水道局入口は、美田・駒木台ルートと
共通のバス停であるため、廃止後は
美田・駒木台ルートへの転換を促す

混雑道路
バス停廃止

西初石ルートの変更（案） 変更点①

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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運行経路

 左図赤〇の交差点で発生する混雑回避
が目的

 橙〇で示す交差点については、信号機が
ないが、道路幅員は広い

※混雑回避にならないと判断された場合、
変更点②は取りやめる場合があります

混雑する交差点

西初石ルートの変更（案） 変更点②

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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運行経路

 ルートを延長し、新規開通道路①と接続。
→おおぐろの森小学校・中学校の間を
通り、バス通りに接続

 新規開通道路②を通り、最初の道路に戻る
→その後、流山おおたかの森駅まで戻る

停留所新設

 おおぐろの森小学校付近に停留所を新設
→小学生の通学利用を想定

 停留所名は、「おおぐろの森小学校」としたい

新規開通道路①

新規開通道路②

西初石ルートの変更（案） 変更点③

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について
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日時（予定含） 実施内容

令和４年７月１５日 協議会 分科会で提案・意見募集

令和４年７月下旬 公安委員会協議及び道路管理者協議

令和４年８月１日 流山市地域公共交通活性化協議会で協議

令和４年８月上旬 運輸局に変更申請

令和４年８月中旬～下旬 地元自治会等に説明・広報等で周知

令和４年９月 新規経路での運行開始

１．流山ぐりーんバス 西初石ルートの変更について

今後の予定
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２．運転免許証自主返納支援制度（案）の導入について

１．目的

・公共交通の利用促進による市内交通機関の維持
地域公共交通計画【施策３①高齢者に対する移動支援施策】

・高齢ドライバーの交通事故防止

２．制度（案）の概要

・京成バス、新京成バス、東武バスの運賃半額（最大２年間）

→市が運賃半額分を事業者に補填（清算）する

３．対象者

・７５歳以上の流山市民で、運転経歴証明書を所有している方

４．各交通事業者の取り組み

・京成・新京成バス：免許返納した７０歳以上は運賃半額（２年間）

・流鉄：免許返納した６５歳以上は運賃半額（流山・松戸市民）

５．課題点

・運転免許証を所有していない方との平等性

・各交通事業者が既に実施している割引制度との整合または重複
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３．マタニティタクシー利用料金助成制度（案）の導入に
ついて

１．目的

・公共交通の利用促進による市内交通機関の維持
地域公共交通計画【施策３①子育て世代に対する移動支援施策】

・妊産婦の精神的不安及び経済的負担の軽減

２．制度（案）の概要

・妊婦健診や出産の入退院に利用したタクシー料金の一部を助成

→市が利用料金の一部を利用者に償還する

３．対象者

・タクシー利用日に、流山市に住民登録のある方

・母子健康手帳の交付を受けている方

４．課題点

・陣痛タクシーとしての対応（夜間の優先配車等）

５．交通事業者の取り組み

・ｴﾐﾀｽﾀｸｼｰ(柏)：【陣痛タクシー】流山おおたかの森駅周辺対象
利用者が防水シート等を用意（特別料金なし）

・北柏タクシー：【出産支援タクシー】青田、駒木台、美田、駒木対象
会社が防水シート等を用意（特別料金なし） 14



４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について

１．目的

・流山市東部地域における交通課題の解消
→向小金・前ケ崎地域等の一部が公共交通検討地域に該当

公共交通検討地域

（【日常利用】最寄拠点駅周辺施設）

公共交通検討地域

（【非日常利用】流山おおたかの森駅周辺施設）
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２．経緯（抜粋）

・平成２９年度：高齢社会対応既存交通補完研究事業 勉強会の実施

・平成３０年度：導入する交通手段の検討

・令和 元年度：勉強会の実施

・令和 ２年度：交通モード（案）を地元に提示

→予約制の乗合タクシー（９人乗り）を提示

・令和 ３年度：交通モード（案）に対する地元修正案を受領

→アンケートに基づく停留所の追加希望などあり

・令和 ４年度：地元（東部地区自治会連合協議会）と協議

（６月２２日実施）

→運行概要案及び運行経費などを提示

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について
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種類 特徴

バ
ス

路線バス
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・
通学、通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。

コミュニティバス
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画し、
定時・定路線で運行するバス。

デマンドバス
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行したり、
利用希望のある地点まで送迎したりするバス。

タ
ク
シ
ー

タクシー
子どもからお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニー
ズに応える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機関。

乗合タクシー
地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提供
する乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニーズに
応じて多様な形態で運行。

自家用有償旅客運送
バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手段
の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法
人等が、自家用車を用いて提供する運送サービス。

道路運送法の許可・登録を
要しないもの（互助）

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け
合いによる運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運送に
要するガソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼）

※国土交通省資料より引用

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について
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３．運行想定ルート（赤線：市作成 緑線：地元からの追加ルート）

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について

18



４．運行概要案

・運行経路：北小金駅～南柏駅～流山セントラルパーク駅（定路線式）
※地元修正案で追加要望があった停留所を全て採用

・所要時間：片道１時間１０分（往復２時間２０分）

・運行本数：１日４往復 （午前８時２０分～午後５時４０分）

・運行経費：１０万円／１日

※流山ぐりーんバスと同水準の収支率（５０％）での運行とする場合、
利用者の運賃のみで５万円／１日の収入を要する
（毎日全便に２名ずつ乗車する場合の運賃：３，０００円／１名）

以上より、市としては現在の案での事業実施は困難と地元に説明した

→地元としても地域の実情にそぐわないと考えており、デマンド交通
については検討を一時中断としたいとの申し出を受けた

→同時に、目指していきたい方針の例として、松ケ丘自治会が開始
した事例（ちょいこまつなぐ会）の紹介があった

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について
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５．松ケ丘自治会の事例（ちょいこまつなぐ会）

・ＮＰＯ法人に登録した講習を受けた運転手が市民の送迎などを行う

→年齢などの制限はしていないが、実際の利用者は高齢者

・病院への送迎や、買い物支援などの送迎が対象

→東葛病院・おおたかの森病院などの病院への送迎が圧倒的に多い

・料金は燃料費や駐車代などの負担（２００円～５００円）程度

→『道路運送法の許可・登録を要しないもの（互助）』と称される

範囲の交通事業として実施

（大々的な広告などはせず、口コミで広めている）

（料金例）

南柏駅周辺・アクロスプラザなど：２００円

東葛病院・おおたかの森病院など：５００円

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について

20



種類 特徴

バ
ス

路線バス
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・
通学、通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。

コミュニティバス
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画し、
定時・定路線で運行するバス。

デマンドバス
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行したり、
利用希望のある地点まで送迎したりするバス。

タ
ク
シ
ー

タクシー
子どもからお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニー
ズに応える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機関。

乗合タクシー
地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提供
する乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニーズに
応じて多様な形態で運行。

自家用有償旅客運送
バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手段
の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法
人等が、自家用車を用いて提供する運送サービス。

道路運送法の許可・登録を
要しないもの（互助）

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け
合いによる運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運送に
要するガソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼）

※国土交通省資料より引用

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について
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６．松ケ丘自治会（ちょいこまつなぐ会）の課題点

・運転手の後継者確保（運転手自身がそもそも高齢とのこと）

・道路運送法の適用外のため、責任関係が不明瞭で保障がない

（これを補う保険制度も不十分）

４．公共交通検討地域（東部地域）の状況について
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他市事例
（柏市 とねっこタクシー）

１．運行概要

※柏市資料より引用

23



他市事例
（柏市 とねっこタクシー）

２．運行のポイント

※柏市資料より引用
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